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大
阪
市
の
担
当
者
に
要
望
内
容
を
説
明
す
る

協
会
役
員
ら
＝
８
月
20
日
、
大
阪
市
役
所　

新規開業セミナーで講演する冨本昌之氏（左）と
副島之彦氏＝７月26日、保険医会館　　　　　　

電算・生保改悪による指導強化に警鐘を鳴らした
講習会＝８月９日、堺市内　　　　　　　　　　

　

大
阪
市
内
４
地
区
（
北
部

・
東
部
・
西
部
・
南
部
各
地

区
）
は
、「
市
民
の
願
い
で

あ
る
医
療
・
福
祉
な
ど
生
活

支
援
に
重
点
を
お
い
た
市
政

運
営
を
求
め
る
要
望
書
」
を

８
月
20
日
、
大
阪
市
へ
提
出

し
た
。

　

要
望
書
は
、
①
国
保
料
の

引
き
下
げ
や
子
ど
も
の
無
保

険
状
態
を
つ
く
ら
な
い
こ
と

②
介
護
度
が
決
ま
れ
ば
歯
科

健
診
を
実
施
す
る
こ
と
③
生

活
保
護
指
定
医
療
機
関
へ
の

立
入
調
査
の
是
正
④
学
校
医

療
券
の
改
善
⑤
口
腔
保
健
条

例
の
制
定
―
―
な
ど
53
項

　

組
織
部
は
７
月
26
日
に
勤

務
医
を
対
象
に
新
規
開
業
セ

ミ
ナ
ー
、
８
月
２
日
に
開
業

医
を
対
象
に
新
規
開
業
医
講

習
会
を
開
い
た
。

◇

苦
労
し
た
の
は
労
務

開
業
セ
ミ
ナ
ー

　

新
規
開
業
セ
ミ
ナ
ー
は
冨

本
昌
之
氏
（
協
会
副
理
事

長
）、
副
島
之
彦
氏
（
組
織

・
経
税
部
員
）
が
講
師
を
務

め
新
規
開
業
を
考
え
る
19
人

が
参
加
し
た
。

　

冨
本
氏
は
、
内
覧
会
は
自

院
の
こ
だ
わ
り
や
診
療
方
針

を
知
っ
て
も
ら
う
だ
け
で
な

く
、
ア
ポ
イ
ン
ト
を
取
れ
る

絶
好
の
機
会
だ
と
強
調
し

目
。
今
後
は
市
か
ら
の
文
書

回
答
を
受
け
て
協
議
を
進
め

て
い
く
予
定
。

　

ま
た
、
大
阪
市
会
議
長
と

市
会
各
会
派
に
対
し
、
歯
科

口
腔
保
健
条
例
の
制
定
を
求

め
て
要
望
し
た
。

　

当
日
は
、
辻
本
勝
副
理
事

長
、
寺
嶋
洋
幸
理
事
、
宇
治

田
竜
一
東
部
地
区
責
任
者
、

事
務
局
員
が
参
加
し
た
。

〈
主
な
要
望
項
目
〉

【
国
保
】

▽
保
険
料
の
引
き
下
げ
と
減

免
制
度
の
拡
充
▽
子
ど
も
の

無
保
険
状
態
の
解
消
▽
窓
口

一
部
負
担
金
減
免
制
度
の
拡

充【
介
護
】

▽
保
険
料
の
引
き
下
げ
と
減

免
制
度
の
拡
充
▽
要
介
護
・

要
支
援
者
へ
の
歯
科
健
診
の

実
施

【
生
活
保
護
】

▽
通
院
医
療
機
関
等
確
認
制

度
の
撤
回
▽
医
療
機
関
へ
の

立
入
調
査
の
是
正
▽
申
請
時

の
違
法
な
助
言
・
指
導
の
是

正【
子
ど
も
医
療
】

▽
一
部
負
担
金
の
無
料
化
と

所
得
制
限
の
撤
廃
▽
学
校
医

療
券
の
制
限
緩
和
▽
要
治
療

児
童
の
歯
科
受
診
率
向
上

【
口
腔
保
健
】

▽
歯
科
口
腔
保
健
条
例
の
制

定
▽
歯
周
疾
患
検
診
の
無
料

化 「
電
算
・
生
保
改
悪
で
個
別

指
導
は
ど
う
変
わ
る
か
」
を

堺
市
内
で
開
い
た
。
参
加
は

　

堺
・
高
石
・
和
泉
地
区
は

８
月
９
日
、
兵
頭
正
道
氏

（
社
保
研
究
部
）
を
講
師
に

た
。

　

副
島
氏
は
自
身
の
経
験
を

も
と
に
「
自
分
が
何
を
し
た

い
か
が
一
番
大
事
。
み
ん
な

と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
と

流
行
ら
な
い
し
、
流
行
ら
な

い
土
壌
を
つ
く
る
こ
と
に
な

る
」
と
指
摘
し
、
イ
メ
ー
ジ

を
強
く
持
ち
、
そ
れ
を
形
に

す
る
た
め
に
写
真
に
撮
る
な

ど
自
分
で
動
か
な
い
と
い
け

な
い
こ
と
を
紹
介
し
た
。

　

質
を
落
と
さ
ず
に
経
費
削

減
が
見
込
め
る
た
め
設
計
と

施
工
の
業
者
を
分
け
る
こ
と

や
、
医
院
経
営
で
一
番
の
苦

労
は
労
務
で
あ
る
こ
と
を
紹

介
し
た
。
チ
ー
ム
力
の
高
い

医
院
運
営
を
す
る
秘
け
つ
と

し
て
、
方
針
を
説
明
し
、
し

っ
か
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
取
る
こ
と
、
明
確
な
ル

ー
ル
を
つ
く
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
し
た
。

カ
ル
テ
が
ポ
イ
ン
ト

新
規
指
導
対
策

　

新
規
開
業
医
講
習
会
新
規

個
別
指
導
編
で
は
、
平
尾
清

司
氏
（
社
保
研
究
部
員
）
が

講
師
を
務
め
説
明
し
た
。
参

加
者
は
31
人
。

　

新
規
個
別
指
導
で
は
「
自

主
返
還
」
項
目
増
加
や
、
不

備
が
多
い
と
「
再
指
導
」
と

な
る
ケ
ー
ス
が
相
次
い
で
い

る
と
説
明
。
不
足
資
料
を
取

り
に
帰
ら
せ
る
な
ど
不
当
な

要
求
を
す
る
技
官
も
い
る
な

ど
の
現
状
を
報
告
し
、「
通

知
が
届
い
た
ら
、
不
当
な
対

応
を
受
け
た
ら
、
す
ぐ
に
協

会
に
連
絡
を
」
と
訴
え
た
。

　

対
策
と
し
て
最
も
重
要
な

の
は
、
誰
が
見
て
も
分
か
る

よ
う
な
カ
ル
テ
を
書
く
こ
と

と
し
、
主
訴
は
患
者
の
言
葉

で
記
載
す
る
・
難
抜
歯
や
外

科
手
術
の
場
合
は
図
示
す
る

な
ど
の
カ
ル
テ
記
載
の
ポ
イ

ン
ト
を
中
心
に
解
説
し
た
。

参
加
者
か
ら
質
問
が
多
く
出

さ
れ
た
。

14
人
。

　

電
子
レ
セ
で
は
、
縦
覧
点

検
で
算
定
時
期
・
超
過
算
定

の
誤
り
が
判
明
す
る
（
歯
清

の
連
月
算
定
・
Ｓ
Ｐ
Ｔ
と
Ｐ

基
処
・
再
Ｓ
Ｒ
Ｐ
後
の
Ｓ
Ｒ

Ｐ
・
歯
数
を
越
え
た
Ｓ
Ｒ
Ｐ

な
ど
）。
算
定
日
記
載
で
算

定
原
則
に
合
わ
な
い
事
例
や

妥
当
性
を
欠
く
事
例
が
判
明

す
る
（
Ｇ
Ａ
と
同
日
の
歯
周

病
検
査
・
Ｐ
処
、
ペ
リ
オ
ク

リ
ン
の
用
法
・
Ｓ
Ｐ
Ｔ
と
同

日
の
歯
清
・
同
一
術
野
の
手

術
な
ど
）。
突
合
点
検
で
傷

病
名
と
医
薬
品
の
適
応
の
不

一
致
、
投
与
量
・
投
与
日
数

が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。

　

７
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た

改
正
生
活
保
護
法
で
は
、
医

療
機
関
の
指
定
（
取
消
）
の

明
確
化
、
指
定
の
更
新
制
の

導
入
、
国
（
地
方
厚
生
局
）

に
よ
る
直
接
指
導
が
可
能
と

な
っ
た
。
ま
た
生
保
レ
セ
の

管
理
シ
ス
テ
ム
が
強
化
さ

れ
、
具
体
的
な
指
導
対
象
や

請
求
に
特
徴
の
あ
る
医
療
機

関
を
容
易
に
抽
出
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

最
後
に
「
高
点
数
＝
悪
で

は
な
い
の
で
、
萎
縮
診
療
に

陥
ら
な
い
こ
と
。
カ
ル
テ
記

載
が
な
け
れ
ば
指
導
で
は
通

用
し
な
い
こ
と
」
を
強
調
し

終
了
し
た
。

 

（
堺
市
・
平
野
権
栄
）

市
へ
要
望
書
を
提
出

勤 

務 

医 

と

新
規
開
業
者

対
象
に
セ
ミ
ナ
ー
開
く個

別
指
導
の
実
例
学
ぶ

医
院
づ
く
り
や
指
導
対
策
で

電
算
・
生
保
改
悪
で
強
化

口腔条例制定など求める

大阪市
４地区

堺・高石・
和 泉 地 区

組織部

●必ず第三者の医師の診療を受けて下さい
　受診以後の休業が給付の対象です（免責５日間）
●休業中は完全にお仕事をお休み下さい
　 短時間の診療や管理者としての執務も業務とみ
なされます
●復業前には必ず主治医の診療を受けて下さい
※ 保障内容や給付要件、請求方法など詳細は共済
部までお問い合わせ下さい

〈休業保障ご加入の先生へ〉

TEL 06－6568－7731

休んだらすぐ、保険医協会休んだらすぐ、保険医協会
共済部までご連絡ください共済部までご連絡ください


